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こうとう区報でご案内しているイベント等は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止または変更される場合があります。イベント等へ参加される際は、マスク

の着用、検温等にご協力ください。また、体調の優れない方は参加をお控えください。詳細はホームページをご確認いただくか主催者へ直接お問い合わせください。

�
月
�
日
︑
令
和
�
年
第
二
回
区

議
会
定
例
会
に
お
い
て
︑
区
長
は
︑

脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
向
け
︑
�
�

�
�
年
ま
で
に
温
室
効
果
ガ
ス
︵
二

酸
化
炭
素
︶
の
排
出
量
を
実
質
ゼ
ロ

に
す
る
﹁
ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
シ
テ
ィ
﹂

を
目
指
す
こ
と
を
表
明
し
ま
し
た
︒

区
で
は
︑
令
和
�
年
�
月
に
策
定

し
た
後
期
環
境
基
本
計
画
に
基
づ
き
︑

脱
炭
素
に
向
け
た
取
り
組
み
を
着
実

に
進
め
て
い
き
ま
す
︒

▢問
温
暖
化
対
策
課
環
境
調
整
係

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

℻

(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

令
和
�
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
の
お
知
ら
せ
を
�

月

日
15

︵
木
︶
に
お
送
り
し
ま
す
︒

送
付
書
類
は
次
の
と
お
り
で
す
︒

﹇
特
別
徴
収
︵
年
金
引
き
落
と
し
︶
・

口
座
振
替
の
方
﹈

○
保
険
料
額
決
定
通
知
書

○
保
険
料
額
納
入
通
知
書

﹇
納
付
書
払
い
の
方
﹈

○
保
険
料
額
決
定
通
知
書

○
保
険
料
額
納
入
通
知
書

○
�
月
期
～
�
月
期
の
納
付
書

※

～

月
期
の
納
付
書
は

月
中

10

12

10

旬
︑
翌
年
�
～
�
月
期
の
納
付
書
は

�
月
中
旬
に
お
送
り
し
ま
す
︒

※
口
座
振
替
に
切
り
替
わ
る
方
に
は

振
替
が
可
能
と
な
っ
た
月
に
お
知
ら

せ
を
お
送
り
し
ま
す
︒

﹇
特
別
徴
収
と
は
﹈
�
月
～
翌
年
�
月

ま
で
年
�
回
の
年
金
支
給
月
に
年
金

か
ら
保
険
料
を
差
し
引
く
こ
と
で
納

め
る
方
法
で
す
︒

﹇
普
通
徴
収
と
は
﹈
年
間
保
険
料
を
�

月
～
翌
年
�
月
ま
で
の
各
月
に
振
り

分
け
︑
口
座
振
替
や
納
付
書
に
よ
り

納
め
る
方
法
で
す
︒

保
険
料
は
被
保
険
者
と
世
帯
主
の

所
得
を
基
に
決
め
て
い
ま
す
︒
所
得

が
一
定
以
下
の
場
合
は
︑
保
険
料
が

軽
減
さ
れ
ま
す
︒
所
得
の
申
告
を
し

て
い
な
い
と
軽
減
で
き
な
い
た
め
︑

税
金
が
非
課
税
の
方
で
も
所
得
の
申

告
を
お
願
い
し
ま
す
︒

保
険
料
の
算
定
方
法
等
の
詳
細
は
︑

通
知
書
に
同
封
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を

ご
覧
く
だ
さ
い
︒

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

か
か
る
減
免
に
つ
い
て

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
に
よ
り
︑
一
定
程
度
収
入
が
下

が
っ
た
方
に
対
し
て
減
免
す
る
制
度

が
あ
り
ま
す
︒
詳
し
く
は
区
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
や
�
月

日
︵
木
︶
に
発
送

15

す
る
保
険
料
の
お
知
ら
せ
に
同
封
す

る
ご
案
内
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
︒

▢問
医
療
保
険
課
資
格
賦
課
係

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

℻

(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

す
で
に
交
付
を
受
け
て
い
る
方
の

﹁
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
﹂
﹁
限
度
額
適
用
認
定
証
﹂

︵
以
下
︑
認
定
証
︶
の
有
効
期
間
が

�
月
末
日
で
終
了
し
ま
す
︒

令
和
�
年
�
月

日
有
効
期
限
の

31

認
定
証
を
お
持
ち
の
方
で
︑
�
月
以

降
も
交
付
対
象
と
な
る
方
に
は
︑
�

月
末
ま
で
に
新
し
い
認
定
証
を
郵
送

し
ま
す
︵
有
効
期
間
は
�
月
�
日
～

令
和
�
年
�
月

日
︶
︒
更
新
の
た

31

め
の
手
続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
︒

﹇
交
付
対
象
と
な
る
方
﹈

○
住
民
票
上
の
世
帯
員
全
員
が
令
和

�
年
度
の
住
民
税
非
課
税
の
世
帯

に
属
し
て
い
る
被
保
険
者
︵
未
申

告
な
ど
所
得
不
明
者
が
い
る
場
合

に
は
発
行
で
き
ま
せ
ん
︶

○
自
己
負
担
割
合
が
�
割
で
同
じ
世

帯
の
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

全
員
の
住
民
税
課
税
所
得
が
い
ず

れ
も
�
�
�
万
円
未
満
の
被
保
険

者
︒

※
初
め
て
認
定
証
の
交
付
を
受
け
る

方
は
申
請
が
必
要
で
す
︒

認
定
証
の
利
用
に
つ
い
て

認
定
証
を
医
療
機
関
の
窓
口
に
提

示
す
る
こ
と
で
︑
保
険
診
療
の
�
か

月
間
の
自
己
負
担
分
の
支
払
い
が
限

度
額
ま
で
と
な
り
ま
す
︵
支
払
い
が

複
数
の
医
療
機
関
に
わ
た
る
場
合
︑

そ
れ
ぞ
れ
で
限
度
額
ま
で
の
支
払
い

に
な
り
ま
す
︶
︒
入
院
・
外
来
い
ず

れ
の
場
合
も
︑
ご
利
用
で
き
ま
す
︒

認
定
証
を
利
用
し
た
場
合
で
も
︑

高
額
療
養
費
に
該
当
し
た
場
合
は
︑

後
日
︑
高
額
療
養
費
の
お
知
ら
せ
を

お
送
り
し
ま
す
︒

﹇
区
分
Ⅱ
の
認
定
を
受
け
て
い
る
方
﹈

過
去
�
年
間
で
区
分
Ⅱ
の
認
定
期

間
内
に

日
を
超
え
る
入
院
が
あ
る

90

場
合
︑
申
請
し
て
い
た
だ
く
と
食
事

代
が
さ
ら
に
減
額
と
な
り
ま
す
︒

▢問
医
療
保
険
課
保
険
給
付
係

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

℻

(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

国
民
健
康
保
険
加
入
の

～

歳

70

74

の
方
に
お
渡
し
し
て
い
る
高
齢
受
給

者
証
は
︑
毎
年
�
月
に
更
新
し
ま
す
︒

新
し
い
高
齢
受
給
者
証
は
︑
�
月
末

ま
で
に
世
帯
主
あ
て
に
送
付
し
ま
す
︒

今
ま
で
お
使
い
の
高
齢
受
給
者
証
は
︑

�
月
以
降
に
裁
断
し
て
廃
棄
し
て
い

た
だ
く
か
︑
医
療
保
険
課
資
格
賦
課

係
︵
区
役
所
�
階
�
番
窓
口
︶
ま
た

は
お
近
く
の
出
張
所
に
お
返
し
く
だ

さ
い
︒

負
担
割
合
が
�
割
の
方
へ

高
齢
受
給
者
証
の
負
担
割
合
は

﹁
�
割
﹂
ま
た
は
﹁
�
割
﹂
で
す
︒

高
齢
受
給
者
証
を
お
持
ち
で
住
民

税
課
税
標
準
額
が
�
�
�
万
円
以
上

の
方
が
い
る
世
帯
で
は
︑
負
担
割
合

は
�
割
と
な
り
ま
す
︒

�
割
負
担
の
世
帯
で
も
︑
令
和
�

年
中
の
収
入
が
下
表
に
該
当
す
れ
ば
︑

申
請
に
よ
り
�
割
負
担
に
軽
減
と
な

り
ま
す
︒
�
割
に
な
る
可
能
性
の
あ

る
方
に
は
申
請
書
を
お
送
り
し
ま
し

た
の
で
︑
令
和
�
年
中
の
収
入
の
証

明
と
な
る
も
の
の
写
し
を
添
付
し
︑

医
療
保
険
課
資
格
賦
課
係
へ
申
請
し

て
く
だ
さ
い
︒

※
申
請
書
が
届
い
た
方
す
べ
て
が
認

定
さ
れ
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
︒

▢問
医
療
保
険
課
資
格
賦
課
係

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

℻

(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

383万円未満

高齢受給者証
交付対象者の
総収入金額の
合計

※特定同一世帯所属者とは、国
保から後期高齢者医療制度に
加入された同一世帯の方です。

2人以上

1人。ただし、
特定同一世帯
所属者有※

1人

高齢受給者証
交付対象者数

520万円未満
(特定同一世帯
所属者分を含
む)

520万円未満

区
内
の
全
産
業
や
消
費
者
な
ど
の

実
態
調
査
を
実
施
し
︑
そ
の
結
果
を

分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
今
後
の
産

業
振
興
施
策
を
検
討
し
ま
す
︒

こ
れ
ら
の
調
査
は
区
に
委
託
さ
れ

た
事
業
者
が
実
施
す
る
も
の
で
︑
調

査
に
係
る
情
報
の
管
理
に
つ
い
て
も

適
切
に
管
理
し
ま
す
︒

﹇
①
全
産
業
の
実
態
調
査
﹈

区

内

事

業

者
︵
�

�
︑
�

�

�

社
︶
を
対
象
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を

実
施
し
ま
す
︒

﹇
②
商
店
街
の
実
態
調
査
﹈

区
内

商
店
街
を
対
象
に
ア
ン
ケ

53

ー
ト
調
査
と
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施
し

ま
す
︒

※
ヒ
ア
リ
ン
グ
は
ア
ン
ケ
ー
ト
回
収

時
に
実
施
予
定
で
す

﹇
③
消
費
者
の
実
態
調
査
﹈

区
民
︵
�
︑
�
�
�
人
︶
の
買
い
物

意
識
や
︑
動
向
に
つ
い
て
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
を
実
施
し
ま
す
︒

▢問
﹇
①
に
つ
い
て
の
問
合
先
﹈

経
済
課
産
業
振
興
係

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

℻

(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

﹇
②
③
に
つ
い
て
の
問
合
先
﹈

経
済
課
商
業
振
興
係

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

℻

(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

ゼロカーボンシティ江東区

世界は今、大きな危機を迎えています。

かつて経験したことのない地球温暖化の影響が、干ばつや豪

雨、台風を強大化させ、大規模な自然災害を引き起こし、その

深刻な影響は、私たちの<命にかかわるAまでの脅威に及んで

います。

二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出によってもた

らされた地球温暖化への対策のため、2015年に日本を含む世界

の国々でパリ協定が合意されました。日本では、2050年までに、

温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする宣言が2020年に行

われ、東京都をはじめ、全国の自治体や企業に、ゼロカーボン

シティを表明する動きが広がっています。

江東区ではこれまでも、｢水と緑豊かな地球環境にやさしい

まち｣を目指し、省エネ施策や水辺とみどり、循環型地域社会の

推進など二酸化炭素排出の削減を進めてきました。

未来を担うこどもたちへより良い環境を残すため、環境先進

都市としてすべての区民や事業者と一丸となって、二酸化炭素

をはじめとする温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする取り組

みを進めてまいります。

江東区は、2050年までに、区内の温室効果ガスの排出を全体

としてゼロにする｢ゼロカーボンシティ江東区｣の実現をめざす

ことを表明いたします。

令和�年�月�日




